
東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則 

第２節 乗車券の様式 

第１款 普通乗車券の様式 

（常備片道乗車券の様式） 

第 189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 一般式大人小児用 

イ 一般用                       ロ 乗車券類発売機用 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 矢印式大人小児用 

イ 一般用                      ロ 乗車券類発売機用 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地図式 

イ 一般用                      ロ 乗車券類発売機用 

大人用・小児用                   大人小児用 

 

 

 

 

 

備考  必要により「 東 」を券面裏面の左方上部に表示することがある。 
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(4) 相互式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

(5) 金額式 

イ 一般用                     ロ 乗車券類発売機用 

大人小児用                     大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

備考  必要により「東日本会社線」を「函南経由」の例により表示することがある。 

（準常備片道乗車券の様式） 

第 190条 準常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。 

(1) 着駅準常備式大人小児用        (2) 発駅準常備式大人小児用 
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（補充片道乗車券の様式） 

第 191条 補充片道乗車券の様式は、次の各号のとおりとする。 

大人用・小児用 
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発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・

川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広

島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている

場合は、その区間内にある旅客鉄道会社線各駅で乗車又は下車で

きますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となりま

す。 

なお 神戸市内と表示されている場合は道場駅 福岡市内と表示

されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び

周船寺駅は含まれません。また 横浜市内と表示されている場合は

川崎・鶴見線内を、大阪市内と表示されている場合は南吹田駅、高

井田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺

加美北駅を、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋

駅を含みます  
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（車内片道乗車券の様式） 

第 192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 金額入鋏式大人小児用        (2) 駅名入鋏式大人小児用 
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(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用     (4) 駅名固定式大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  発駅欄に代えて「上り・下り」欄を設けることがある。 

 

（常備往復乗車券の様式） 

第 193条 常備往復乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 硬券式大人小児用 
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(2) 軟券式大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準常備往復乗車券の様式） 

第 194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。 

大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補充往復乗車券の様式） 

第 195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。 

大人用・小児用 
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（常備連続乗車券の様式） 

第 196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。 

大人小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 197条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 

8
c
m 

4.5cm 小
児
断
線 

4.5cm（裏無地） 

裏 
発駅又は着駅が、札幌市内、仙

台市内、東京都区内、横浜市内・
川崎・鶴見線内、名古屋市内、京
都市内、大阪市内、神戸市内、広
島市内、北九州市内、福岡市内又
は東京山手線内と表示されている
場合は、その区間内にある旅客鉄
道会社線各駅で乗車又は下車でき
ますが、これらの各駅で下車した
ときは、前途は無効となります。 
なお、神戸市内と表示されてい

る場合は道場駅、福岡市内と表示
されている場合は姪浜駅、下山門
駅、今宿駅、九大学研都市駅及び
周船寺駅は含まれません。また、
横浜市内と表示されている場合は
川崎 鶴見線内を、大阪市内と表示
されている場合は南吹田駅、高井
田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ
俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺加
美北駅を、広島市内と表示されて
いる場合は海田市駅及び向洋駅を
含みます。 

発駅又は着駅が、札幌市内、仙
台市内、東京都区内、横浜市内・
川崎・鶴見線内、名古屋市内、京
都市内、大阪市内、神戸市内、広
島市内、北九州市内、福岡市内又
は東京山手線内と表示されている
場合は、その区間内にある旅客鉄
道会社線各駅で乗車又は下車でき
ますが、これらの各駅で下車した
ときは、前途は無効となります。 
なお、神戸市内と表示されてい

る場合は道場駅、福岡市内と表示
されている場合は姪浜駅、下山門
駅、今宿駅、九大学研都市駅及び
周船寺駅は含まれません。また、
横浜市内と表示されている場合は
川崎 鶴見線内を 大阪市内と表示
されている場合は南吹田駅、高井
田中央駅、ＪＲ河内永和駅、ＪＲ
俊徳道駅、ＪＲ長瀬駅及び衣摺加
美北駅を、広島市内と表示されて
いる場合は海田市駅及び向洋駅を
含みます。 
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（補充連続乗車券の様式） 

第 198条 補充連続乗車券の様式は、次のとおりとする。 

大人用・小児用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  必要に応じ、甲片の裏面に、第 195条の様式の裏面の表示事項を印刷する。 
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